
21町 文 文 第 782号
2022年 11月 2.9日

町田市情報公開・値l人情報保護  ,
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報イ呆護条例の規定に基づく諮問にうし`て

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のはどよろ
しぐお願いいたしますと    Ⅲ

「文化芸術のまちづくり基本計画策定」業務における個人情報業務登録票、個人情報コ

ンピュ‐夕処理等登録票の変更及び目的外利用、外部委託等にろぃて :

※変更の理由  r
・文化団体に対し、アンケ‐卜を実施するため
。 (仮称).町田市文化去術のまちづくり懇談会を開催するため

」は削除、「   ― 」は追加

添付書類
・個人情報業務登録票   

イ

…個人情報目的外利用登録票
・個人情報コンピユータ処理等登録票
・個人情報外部委託等登録票   |

町 :田 市 長

石  卜反

記

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

ナ個人情報業務登録票 部 課 名 文化スポーツ振興部文化振興課

業務の名称

文化芸術のまちづくり基本計画策定
管理責任者 文化スポーツ振興部文化振興課長

登録年月 日 2020.10.12 2020.12.14変 更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  日 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  瞬果  名 業 務 の 名 称

業務の目的

町田市において文化芸術を活かしたまち
づくりを推進するための基本となる「 (仮称)

旺旦血文化芸術のまちづくり基本計画」を鎌
定する。

市民部市民課及び

各市民センター
、住民基本台帳

文化振興課 市鶴川緑 の交流館施設貸出 し及び管
理
一

対象となる個人の範囲

①市民アンケー ト対象者

②シンポジウム登壇者

③シンポジウム聴講希望者

④町田市文化協会所属団体の代表者

⑤町田市民ホール利用団体の代表者

⑥鶴川緑の交流館利用団体の代表者

談会委員および市民委員応募者

③ (仮称)町田市文化芸術のまちづくり懇

談会への意見提出者

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の熟称又は収集内容

婢 齢

本人等への明示の方法

口頭 。文書

1「 田市文化協会

文化団体 維薦書、要望

辛校法人 離薦書

記録の保管方法

Э文書、電子媒体

②キャビネットに保管

径済関係団体 隆薦書

保管上の留意点
キャビネットに施錠

備 考         「

本人等以外収集の際の通知は省略とします。

本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急  □公知  ■その他

文化団体を対象 とした調査を行 うため

・シンポジウム登壇者および町田市文化芸術のまちづくり懇談会委員
の推薦をいただくため                   ,



(第 1号様式 2)

業務の名称 文化芸術のまちづくり基本計画策定 部 課 名 文化スポーツ振興部文化振興課

個

人

情

報
　
　
　
記
　
　
　
録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目

① 氏名
2個人番号

③ 住所

④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
7本籍
8国籍
9世帯主との続柄
10親族関係
11家庭環境等

② 電子メールアドレネ
13

14

15

☆収集の目的 1

2

3

4

⑤

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義 。主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

意見

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績 ,資格等に関する項 目

①

②
③
④
⑤
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

☆収集の目的

Эは懇談会委員の推薦

1

2

3

④

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

1収入状況

2財産状況

3納税額等

4取 引状況

5公的扶助の受給
6各種貸付金

7住居の間取 り。図面
8∈金融機関名

9⑨ 口座番号

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

蝶

1

2

3

④

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿 (写真・映像)

☆収集の目的



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名  文化スポーツ振興部文化振興課 j

管理責任者  文化不ポーツ振興部文化振興課長

登録年月 日

業務の名称

市民ホール施設貸出し及び管理

区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

利用・提供の期間

随時

名 称

文化スポーツ振興部文化振興課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (庁内ネットワーク)

4その他

業務の名称

文化芸術のまちづくり基本計画策定

利

用

・
提

供

先 管理責任者

文化スポーツ振興部文化振興課長

利用・提供の条件

利用目的以外の利用は禁止する。

利用・提供の目的又は理由

文化芸術に関わる活動に関するアンケートを施設禾げ用団体の代表者に送付するため。

利用・提供の法令等の根拠

な し

利用・提供に係る個人情報ゐ項目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

8 電話番号 15 27

4 地位 16 28

5 各種団体加入 17 29

６

７

８

９

18 30

19 31

20 32

21 33

10 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名  文化スポーツ振興部文化振興課

業務の名称

町田市鶴川緑の交流館施設貸出 し及び管理

管理責任者  文化スポーツ振興部文化振興課長

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   ■ 目的外利用   回 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

文化スポエツ振興部文化振興課

利用・提供の方法
.1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (庁内ネットワーク)

4そ の他

業務の名称 ,

文化芸術のまちづくり基本計画策定

利用・提供の条件

提供 目的以外の利用は禁止する。管理責任者

文化スポーツ振興部文化振興課長

利用・提供の目的又は理由

文化芸術に関わる活動に関するアンケー トを施設利用団体の代表者に送付するため。

利用・提供の法令等の根拠

な し

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3 電話番号 15 27

4 地位 28

5 各種団体加入 17 29

6

7

8

9

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 文化スポーツ振興部文化振興課

管理責任者 文ィヒスポーツ振興部文化振興課長
業務の名称

文化芸術のまちづくり基本計画策定
登録 年月 日 2020.12.14

システムの名称

ホームページ管理システム (ホ ームページ掲載 )

文化芸術に関するシンポジウムの事前告知、シンポジウムの様子、登壇者の略歴、開催報告、

文化芸術のまちづくり懇談会の開催報告などを、広く市民等に周知するため。

ヨンピュニタ処理等の目的

(仮称 ) 町田市

・ IDと パスワー ドを用い、操作者を業務担当者に限定する。
・業務上必要のない項目は掲載しない。
・スクリーンセーバーを利用する。

コンピュータ処理等の条件

コンピュータ処理等をする

個人情報の項 目

1 氏名

12 24

13 25

2 生年月 日 14 26

３

４

５

６

７

８

９

韓 15 27

意見 16 28

職業・職歴 17 29

地位 18 30

学歴 19 31

各種団体加入 20 32

賞罰 21 38

10各 種資格 22 34

11容 姿 (写真・映像) 23 35

備  考



(第 6号様式)

個人情報コンピュ下夕処理等登録票 部 課 ,名 文化スポーツ振興部文化振興課

業務の名称

文化芸術のまちづくり基本計画策定

管理責任者 文化スポーツ振興部文化振興課長

登録年月 日 2020.12.14

システムの名称

電子メ‐ル

コンピュータ処理等の目的

シンポジウム登壇者、 (仮称)              談会委員と事務連絡を行 うため。
シンポジウム登壇者のプロフィール確認のため。  ィ      |

ヨンピュータ処理等の条件

・ ID・ パスワー ドで操作者を限定する。

,業務上必要のない項 目は収集 しない。
・スクリーンセーバーを利用する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

２

３

４

５

６

生年月日 14 26

電話番号 15 27

電子メールア ドレス 16 28

職業・職歴 17 29

地位 18 30

7 学歴 19 31

8 各種団体加入 20+ 32

9 賞罰 21 33

10各 種資格 22 34

11容 姿 (写真) 23 35

備 考

シンポジウム登壇者、 (仮称)町田市文化芸術のまちづくり懇談会委員と事務連絡を行 う際に使用するのは「 1

氏名」、 「4電子メールア ドレス」のみ



(第 12号様式)1

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 文化スポーン振興部文化振興課

管理責任者 文化スポーツ振興部文化振興課長

委託等の内容

町田市文化芸術のまちづ くり基本計画策定のための各種アンケ

ト実施、 (仮称)町田市文化芸術のまちづくり懇談会の運営お よび計画

① 秘密の保持

② 第二者⌒の提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他    ´

代 表 者 代表取締役

管理責任者 代表取締役

業務の名

化芸術のまちづくり基本計画策定
登録年月 日

委託等の条件

の作成支援

委託等の期間

通年

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

名称及び所在地
.

コンサルタン ト会社

委託等の理由

業務に関する経験や専門知識を有する必要があるため

委託等に係る保有個人情報の項 目

1 氏名

12 賞罰 24

13 容姿 (写真・映像 ) 25

２

３

４

５

６

７

８

９

住 所 14 26

性月可 15 27

生年 月 日 16 28

電話番 号 17 29

電子 メール ア ドレス 18 30

意 見 19 31

職業・職歴 20 32

地位 21 33

10学 歴 22 34

11各 種団体加入 23 35



22町 い介第 964号
2022年 11月 29日

町田市情報公開 h個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之

丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいた.します。  ,

「介護保険被保険者管理」、「介護保険給付管理」業務における個人情報業務登録票の
変更及びコンピュータ処理等について :         十

※変更の理由          :
業務の実態に合わせた修正を行う'た め

、「二_______」 |ま肖U除、 「_i:」 |ま追力H

町 田 市 長

石  阪

添付書類  ｀

“個人情報業務登録票
・個人情報コンピュータ処理等登録票

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票  NO,1 部 課 名 いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険被保険者管理

管理責任者 いきいき生活部介護保険課長

登録年月 日

1999.7.12  1999,9.13  2000.9.11

2001.5,14  2006.1.16  2006.3.13

2010.2.8   2010.9.13  2013.3,11

201319,9   2014.10.20  2016.3,14

2020.7.13  2020,9.14  2022.2.14

2022.4.H変 更

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 消滅事由発生後 10年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

介護保険事業における被保険者資格の適正

な管理及び介護保険料の賦課・徴収・還付

対象となる個人の範囲 1

0第 1号被保険者
65歳以上の市民及び65歳以上で町田

市の被保険者資格を有する他市区町村居

住者

② 第 2号被保険者の一部
40歳から64歳で、町田市に居住する

介護認定申請者及び町田市の被保険者資
格を有する他市区町村居住者

③ ①②の親族

④ ①の相続人

Э ①②に係る成年後見人・保佐人・補助人

③ ⑤が法人の場合、その代理人

各課 共通 番号連携

財務部市民税課 市・都民税賦課

財務部納税課 市債権徴収一元化

市民都市民課及び

各市民センター
住民基本台帳

地域福祉部福祉総務課 或年後見制度利用支援事業

:也域福祉部生活援護課 生活保護

l也域福祉都障がい福祉課 寧害福祉サエ ビス・障害児通所給付

いきいき生活部保険年金課

コ民年金給付 国民健康保険税賦課

コ民健康保険被保険者資格

ヨ民健康保険葬祭費支給 後期 高齢

者医療

いきいき生活部介護保険課 介護保険給付管理

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

本人等への明示の方法

③ 口頭による

② 広報誌等への掲載

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

也市区町村
住民記録、介護保険被保険者管理、

住民税賦課、生活保護

各年金基金 年金給付

記録の保管方法

③ 文書、電子媒体

② キャビネット

東京都福祉保健局

高齢社会対策部介護保険課

養護老人ホーム住所地特例者特別徴収

事務

破産手続執行機関 破産手続き

介護保険施設 入・退所者情報

保管上の留意点

キャビネットに施錠
適用除外施設 入 。退所 (院)者情報

市区町村 (地方公共団体情報
システム機構経由)

lttl人番号を含む本人確認情報

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略 と

します。

本人等以外収集の根拠    |
■法令  □緊急  □公知  ■その他

・介護保険法第 18条第 3項・
―

-134条

・ 203条

・被保険者資格の適用除外となることを確認するため
・番号法第14条第2項に基づき住民基本台帳ネットワークで個人番号
を含む本人確認情報を確認するため



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票  NO,2 部 課 名 いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険被保険者管理

管理責任者 いきいき生活部介護保険課長

登録年月日

収 集 の 時 期  固 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 消滅事由発生後10年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
保健所保健予防課 惑染症対策

会計課 出納・審査

対象となる個人の範囲

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

本人等への明示の方法
機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

内閣府 電子申請 (ぴつたリサービス)

金融機関 預貯金

記録の保管方法

保管上の留意点

備  考 本人等以外収集の根拠
□法令  □緊急 回公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 介護保険被保険者管理 部 課 名  いきいき生活部介護保険課

個

人

　

　

　

情

報
　
　
　
記
　
　
　
録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思 想・信条等に関する項目

l① 氏名    ② 代理人
② 個人番号
③ 住所
④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
⑦ 本籍        ヽ

③ 国籍
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係
⑪ 家庭環境等
⑫ 住民異動年月日

③ 異動事由

⑭ 在留資格
⑭ 収監

④ 成年後見
⑦ 相続人
④ 暗証番号
③ 死亡

の 住民記録システム注意情報
の 電子メ,ルアドレス

☆収集の目的

②は個人番号収集の際
の本人確認に使用する

情報を含む。

④は、窓口で利用者自
身が契約 している金融

機関に本人確認を行 う

ため収集。但し、蓄積は

しない。

①はDV被害者等支援

措置を含む。

1

2

3

4

主義・主張

支持政党

宗教

趣味 。嗜好

苦情⑤

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

加入健康保険

利用施設名

加入介護保険

自立支援給付

取得医療証

2

3

4
5

1

2

3

4

☆収集の目

は、 2号被保険者

保険者証交付申請

め、及び成年後見

先登録の該当課

ため収集。

はヾ被保険者資格

用除外 要件である

とを確認するため、

び成年後見の送付

録の該当課確認の

収集。

は、成年後見の

登録の該当課確認の

め収集。

1

2

3

④

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

④は、成年後見の送付先
登録時の資格確認のた
め収集。

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項 目

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取り。図面

金融機関名

口座番号

年金の受給

手当の受給

支給金額 (助成の事実)

6

☆収集の目的
は、成年後見の

登録の該当課確認

番 号連携 のた め

は、成年後見の

登録の該当課確認

め収集。

2

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿 (写真 )

医療機関名

病名

死亡の原因
8

9

0

11

12

☆収集の目的

Э⑥⑦は、介護保険料減

免申請 の要件確認のた

め収集。

Эは、成年後見の送付先

登録 の該 当課確認及び

番号連携のため収集。

④は、成年後見の送付先

登録時の資格確認のた

め収集。

Эは、被保険者資格の適
F日 除外対象であること

を確認するため耳又集^



(第 6号様式 )

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険被保険者管理

管理責任者 いきいき生活部介護保険課長

登録年 月 日

システムの名称

財産調査伝送化システム

コンピュータ処理等の目的
!介護保険法第 203条 に基づく金融機関への資産照会業務を伝送化することにより、事務の効率化を図る。

コンピュータ処理等の条件
1. ID、 パスワ‐ ドにより操作者を限定する。
2.業 務上不必要な項目は収集・処理 しない。
3,ス クリーンセーィミーを使用する。
4.会 計年度任用職員は管理責任者の許可を受け、職員の補助者 として端末操作を行 う。
5.LGWAN回 線を利用 して通信する。

ヨンピュータ処理等をする

個人情報の項 目  ヽ

1  氏名

12 24

13 25

２

３

４

５

６

７

８

９

住所 14 26

性男可 15 27

生年月 日 16 28

収入状況 17 29

財産状況 18 30

取引状況 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 38

10 年金の受給 22 34

11 23 35

備 考



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票  No.1 部 課 名   いきいき生活部介護保険課

介護保険給付管理

業務の名称 管理責任者   いきいき生活部介護保険課長

登録年月 日

1999. 7.12 1999. 9.13 2000,1.17

2000,3.13  2000.6.12  2000, 9,11

2001,1,15  2001,3.12  2004.12.13

2006.1.16  2009.11.9  2010,3.8

2010.9.13  2011.2.14  2014.10.20
2015,3.9  2015.6.8  2016.1.18  2016.3.1コ

2016.5.9  2017.3.13  2021,3.8  2022.4.11

変更

収1集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外 ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 消滅事由発生後 10年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の 目的

介護保険事業における要介護認定及び給付管理
各課共通 番号連携

財務都市民税課 市 。都民税賦課

財務部納税課 国民健康保険税徴収  (滞納)

姑象となる個人の範囲

1.要介護認定申請者           )
2.要介護認定調査員    I
3.要介護認定申請者のかかりつけ医
4:介護認定審査会委員
5,生活保護受給者 (介護扶助希望者)

6.介護苦情解決専門員
7,苦情申立人

8.介護保険利用者負担減免認定申請者
9.住宅の所有者 (住宅改修費対象住宅)

10,自 立支援給付対象の障がい児・者
11.介護保険事業所就業者
12.情報開示請求者
13,12が法人の場合、その代理人
14.国 民健康保険被保険者
15。 後期高齢者医療制度被保険者
16.奈通事故等Q加害者及び損害保険加入者
17.1、 5、 7、 8、 9、 10、 12、 14、 15、 16に係る成

年後見人・保佐人・補助人
18.17が法人の場合、その代理人

19,1、 8、 10の親族

20。 介護予防 ,生活支援サービス事業封象者
21.住宅改修ア ドバイザー

22,福祉用具ア ドバイザー

市民都市民課 戸籍

市民部市民課及び各市民センター 住民基本台帳

地域福祉部福祉総務課 成年後見制度利用支援事業

地域福祉部生活援護課 生活保護

地域福祉部障がい福祉課
身体障がい児・者記録管理、障害福祉サ

ービス・障害児通所給付

いきいき生活部いきいき総務

課
特別養護老人ホーム管理

いきいき生活部高齢者福祉課
特響⌒所、

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

要介護認定申請者のかかりつ

け医
介護保険主治医意見書

各医療保険者
医療保険被保険者資格 。医療保険料徴収

`

高額介護合算情報

指定居宅介護支援事業者
利用者管理・苦情処理・介護認定審査会委員

推薦
本人等への明示の方法

①口頭による

②広報紙等への掲載
指定居宅サービス提供事業者 利用者管理・苦情処理

記録の保管方法

①文書、電子媒体
②キャビネット

介護保険施設
利用者管理・入所申込者情報・苦情処理・

介護認定審査会委員推薦

他市区町村
住民税賦課・生活保護・要介護認定調査・

住民基本台帳・戸籍

保管上の留意点

キャビネットに施錠
高齢者支援センター 利用者管理・介護認定審査会委員推薦

備  考

本人等以外からの収集の際の通知は省略とします。

なお、本人等の預貯金を金融機関へ確認する場合

と、他市区町村から住民税賦課情報を収集する場合

は、同意を求めます。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  回公知  ■その他       ヽ

介護保険法第 23条、第 27条 3項(第3字条第与項下第 68条第 5項、

第 203条 、国民健康保険法施行規則第 27条の 26第 5項、

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第 71条の 9第 4項
介護認定審査委員を推薦 していただくため



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票  No.2 部 課 名  いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険給付管理
管理責任者  いきいき生活部介護保険課長

登録年月 日

収 集 の 日寺期  □ 定期  □ 随時 収集の方法  □ 本人等  □ 本人等以外  □ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
vヽ きいき生活都介護保険課

介護保「父被保険者管理、町田市介護相談員等

派遣事業、介護予防・生活支援サービス事業対

象者管理

いきぃき生活部保険年金口果

国民健康保険被保険者資格

国民年金給付、国民健康保険求償

国民健康保険医療給付、後期高齢者医療

対象となる個人の範囲

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

金融機関 預貯金

本人等への明示の方法
町田市医師会 介護認定審査会委員推薦

町田市歯科医師会 介護認定審査会委員推薦

町田市薬剤師会 介護認定審査会委員推薦

記録の保管方法 市区町村 (地方公共団体情幸F

システム機構経由)

l匿 人番号を含む本人確認情報

東京都
会計検査院特別調書作成 (第二者行為に

対する求償権の行使に関する情報)

内閣府 電子申請 (ぴつたリサービス)

保管上の留意点

備  考 本人等以外収集の根拠
□法令  □緊急  回公知  □その他

番号法第14条第2項に基づき住民基本台帳ネットワークで個人番号
を含む本人確認情報を確認するため。
東京都後期高齢者医療広域連合がイ呆有する第三者行為に対する求

廣権の行使に関する情報を、東京都を経由して取得するため。



(第 1号様式 2)|

業務の名称  介護保険給付管理 部 課 名 いきいき生活部介護保険課

個

人

情

報
　
　
　
記
　
　
　
録

の

項

目

(1) 基本的項 目 (2) 思想 ,信条等に関する項目

① 氏名
② 個人番号
③ 住所
④ 性別
⑤ 生年月日
⑥ 電話番号
⑦ 本籍
③ 国籍
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係
③ 家庭環境等
⑫ 住民異動年月日
③ 異動事由
⑭ 在留資格
⑮ 筆頭者
④ 代理人

⑪ 電子メールア ドレス

⑪ 利用者 ID
⑩ 暗証番号
⑩ 成年後見
⑪ 住民記録システム

注意情報
⑫ 死亡

☆収集の目的

②は個人番号収集の際の

本人確認に使用する情報
を含む。

③、⑩は電子申請者のみ

主義・主張

支持政党

宗教

嗜好

苦情

問い合わせ

1

2

3

④
⑤
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的 |
④は喫煙やアルコマル

依存症についてのみ収

集

⑤⑥ は電子 申請におい

て問い合わせ内容 を記

録するため

(3) 社会的地位等に関する項 目 (4) 成績・資格等に関する項目

① 職業・職歴
2地位
3学歴
4各種団体加入
5賞罰
⑥ 力日入健康保険
⑦ 利用施設名
③ 加入介護保険

⑨ 取得医療証
③ 自立支援給付
11

12

13

14

15

☆収集の目的

③は審査会委員、介護苦情

解決専門員及び苦情申立

人の職 業 を確認す るた

め、介護保「父事業所就業

者の勤務形態を確認する

ため、交通事故等の加害

者及び損害保険加入者の

職業を確認するため

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

所見

1

2

3

④
⑤
6

7

8

9

10

11

12

18

14

15

☆収集の目的

④は審査会委員・住宅改

修ア ドバイザー・福祉用

具ア ドバイザー及び介

護保険事業所就業者 の

資格を確認するため・成

午後見の送付先登録時
の資格確認のため・要介

蓑認定調査員研修事務
の参加資格確認 のため

l又集

(5)財 産・収入に関す る項 目 (6)心身等に関する項目

① 収入状況
② 財産状況
③ 納税額等
④

―
取引状況

⑤ 公的扶助の受給
⑥ 各種貸付金
⑦ 住居の間取り:図面
③ 金融機関名
⑨ 口座番号
⑩ 年金の受給
⑪ 自己負担額
⑫ 支給金額
④ 手当の受給
⑭ 建物の状況
⑮ 事故 (損害)の状況
④ 力日入保険
⑦ 自動車名

☆収集の目的
Э②は罹災状況の調査の
ため

④については中
舞姿◇患み災び住宅改修
費対象住宅の所有状況・

l主宅改修費用調査一察型

ク)た め

覚額認定に関す る調査の

医療機関名

要介護認定審査

日常生活動作
事故 (怪我)の状況

医療給付

介助の状況

福祉機器の利用状況

行動 。̀
l生格

③
⑦
③
③
③
③
⑫
③
14

15

① 健康状況
② 病歴
③ 障がいの状況
④ 容姿 (身長・体重・写真)

③ 病名

.☆収集の目的

④のうち写寅は、身分を

公的身分証で確認す る

ために収集 (成年後見の

送付先登録時の資格確

認も含む)

た め

③は、成年後見の送付先
登録の該当課確認のため

H又集



(第 6号様式)12

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 ヤ`きいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険給付管理

管理責任者 ヤ`きいき生活都介護保険課長

登録年月 日

システムの名称

財産調査伝送化システム

コンピュータ処理等の 目的

介護保険法第 203条に基づく金融機関への資産照会業務を伝送化することにより、事務の効率化を図る。

ヨンピュータ処理等の条件
1.ID、 パスワー ドにより操作者を限定する。
2.業務上不必要な項目は収集・処理 しない。
3.ス クリーンセーバーを使用する。
4.会計年度任用職員は管理責任者の許可を受け、職員の補助者として端末操作を行 う。
5.LGWAN回 線を利用 して通信する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目    ′

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

９

′性月可 15 27

生年月 日 16 28

収入状況 17 29

財産状況 18 30

取引状況 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 33

10年 金の受給 22 34

11 23 35

備  考



<参考>

介護保険法 (平成九年十二月十七日)(法律第百二十三号)              .
(文書の提出等)                                .     '
第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該

保険給付に係る居宅サービス等 (居宅サービス (こ れに相当するサービスを含む。)、

.地
域密着型サービス (こ れ

に相当するサービスを含む。)、 居宅介護支援i(こ れに相当するサービスを含む。)、 施設サービス、介護予防

サービス (こ れに相当するサービスを含む。)、 地域密着型介護予防サービス (こ れに相当するサィビスを含

む。)若 しくは介護予防支援 (こ れに相当するサービスを含む。)を いう。以下同じ。)を担当する者若しくは保

険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であつた者 (第二十四条の二第一

項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しく

は依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(資料の提供等)                i
第二百三条 _.市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者

の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況

又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し

必要な文書の間覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主そ

の他の関係人に報告を求めることができる。



22町 い保 第 3327号
2022年 11月 17日

町田市情報公開・個人情報イ呆護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
'し くお願いいたします。           、                 ィ

記

「国民健康保険 医療給付」業務における外部委託等について

添付書類     !
。個人情報外部委託等登録票

町 田 市 長

石  阪

B2564
スタンプ



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 いきいき生活部保険年金課

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長

業務の名称

国民健康保険 医療給付
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止
名称及び所在地

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

コンピュータ事業者

③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 代表取締役社長
④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他

管理責任者 同上

委託等の内容

字認識サー ビスによる紙媒体情報 (高額療養費調査票)のデータ化を行 う

め         ヽ

委託等の理由
。手処理事務の軽減による事務の省力化と正確性の確保のため
。処理の迅速性による市民サービスの向上のため

委託等の期間

年

委託等に係る保有個人情報の項 目  12 24

1 氏名 13 25

２

３

４

５

６

７

８

９

生年月日 14 26

加入健康保険 15 27

収入状況 16 28

公的扶助の受給 17 29

保険給付状況 18 30

自己負担額 19 31

薬局名 20 32

医療機関名 21 33

10決定点数 22 34

、 1 1 23 35

備 考
コンピュ

=夕
事業者 との通信は、行政の専用回線 (LGWAN)を 利用 します。



22町教学保第 546号
2022年 11月 25日

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市教育委員会

教育長  坂 本 修

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

1 「学校給食」業務における個人情報業務登録票、個人情報コンピュユタ処理等登録票、
個人情報外部委託等登録票の変更及びコンピユータ処理等について

2 「経理」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票の変更及びコ

ンピュータ処理等について                  ｀

※変更の理由

業務の実態に合わせた修正を行 うため
」は肖」「余、 は追加

添付書類
・個人情報業務登録票
・個人情報目的外利用登録票
・個人情報コンピュータ処理等登録票

:個人情報外部委託等登録票

記

「

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 学校教育部 保健給食課

業務の名称

学校給食

管理責任者 学校教育部 保健給食課長

登録年月 日

1989.10,1

2018.5,14

2019.12,9

2010,9.13

2019.6.10

2020.2.10

2010.11.8

2019,10.21

2020,9,14変 更

収 集 の 時 期  日 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  永年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

①学校給食問題の協議

②学校給食従事職員 (栄養士及び給食調理

員)の衛生管理  ヽ

③給食調理員の人事

④中学校給食申込者の整理

⑤学校給食費の徴収・管理

⑥学校給食費の滞納整理

総務部職員課 人 事

市民部市民課及び各市民
センター 住民基本台帳

地域福祉部生活援護課 生活保護

学校教育部教育総務課 教育委員会職員人事

学校教育部学務課 就学援助、就学、就学奨励費支給

学校教育部指導課 都費負担職員人事

対象となる個人の範囲

①給食問題協議会委員

②栄養士

③給食調理員及びその三親等以内の親族

(内縁関係を含む)

④研修講師

⑤中学校給食申込者及びその保護者  _
⑥            市内小中学

険に通う児童及び生徒

⑦⑥の保護者又は口座名義人

③教職員 。その他給食喫食者

町田市立小学校 総務、人事、経理、学籍

町田市立中学校 総務、経理、学籍

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

脇議会委員を推薦する団体 協議会委員の推薦

本人等への明示の方法

文書または口頭

金融機関 口座振替申込書

記録の保管方法

① 文書、電子媒体
② キャビネット・書庫に保管

保管上の留意点

キャビネット・書庫に施錠

備 考

本人等以外収集の際の通知は省略と

します。

本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  ■その他

協議会委員を推薦 していただくため。

金融機関での口座振替を実施するため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 学校給食 部 課 名 学校教育部 保健給食課

個

報

人

情

記

録

の

項

目

(1) 基本的項 目 (2) 思想・信条等に関す る項 目

① 氏名
2個人番号

③ 住所

④ 性月可

③ 生年月日

③ 電話番号
7本籍

Э 国籍

9世帯主との続柄

③ 親族関係
③ 家庭環境等

9暗証番号

④ 電子メールア ドレス

② 住民異動年月日

③ 異動事由

の 住民記録システム注意情報

☆収集の目的

⑫③ については、中学

校給食予約システム利

用のため、中学校給食

申込者及び保護者から

1又集

③DV情報を含む

1

2

3

①

⑤

③

主義

支持

宗教

趣味

主 張

政党

嗜好

異動希望

除去又は辞退の理由

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

③は、給食の除去・辞退の

令望に対応す るためのみ

収集

(3) 社会的地位等に関する項目 (4) 成績・資格等に関する項目

① 職業・職歴

② 地位

③ 学歴

④ 各種団体力日入

③ 賞罰

③ 加入健康保険

⑦ 加入年金

③ 学籍

② 利用施設名

10

11

12        `

13

14

15

t☆
収集の目的

③は中学校給食 申込者

及びその保護者以外か

ら収集

1学業成績

② 勤務成績

③ 各種試験成績

④ 各種資格
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(5)財 産・収入に関する項目 (6) 心身等に関する項目

① 収入状況

② 財産状況
3納税額等

④ 取引状況

③ 公的扶助の受給
6各種貸付金

7住居の間取り。図面
③ 金融機関名
③ 口座番号

⑭ 雇用保険
③ 学校徴収金 (給食費)

② 手当の受給

Э 各種手数料等
14

15

☆収集の目的

②は給食費滞納者のみ

収集

催

① 健康状況

② 病歴     ~
⑤ 障がいの状況

① 容姿 (写真 )

⑤ 行動 。′
l生格

⑥ 事故 (怪我)の状況

⑦ 健診 ,検査

① 医療機関名

③ 薬局名

④ 公務災害・通勤災害
11

12

13

14

15

☆収集の目的



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票
'

部 課 名 学校教育部保健給食課

業務の名称

学校給食 管理責任者 学校教育部保健給食課長

登録年月 日

システムの名称

オンライ ン行政手続サー ビス

ヨンピユータ処理等の目的

学校給食に係る申請を、インターネットから手続き可能 とすることで、保護者の利便性向上を図る。

ヨンピュータ処理等の条件
・ ID・ パスワー ドにより操作者を限定する。
・業務上不要な項目は収集しない。
・スクリーンセーバーを使用する。
・町田市と事業者間の情報交換は、 IPア ドレスを設定した特定のパソコン環境を使用するc

コンピュータ処理等をす る

個人情報の項 目

1 氏名

12 24

13 25

２

３

４

５

６

７

８

住所 14 26

電話番号 15 27

家庭環境等 16 28

電子メールア ドレス 17 29

住民異動年月 日 18 30

除去又は辞退の理由 19 31

職業 (所属 ) 20 32

9 学籍 21 33

10各 種手数料等 22 34

11健 康状況 23 35

備 考

本システムには、町 田市で利用 しているSNS「 LINE」 の町田市公式アカウン トか ら遷移 します。 「LINE」

での個人情報の保有は行いません。



(第 6号様式)

個人情報コンピ■―夕処理等登録票 部 課 名 学校教育部保健給食課

業務の名称

学校給食 管理責任者 学校教育部保健給食課長

登録年月 日

システムの名称

グラファースマー ト申請システム

ヨンピユータ処理等の目的

学校給食に係る申請を、インターネ ットから手続き可能とすることで、保護者の利便性向上を図る。

コンピュータ処理等の条件
・ ID。 パスワー ドにより操作者を限定する。
・業務上不要な項目は収集 しない。
・スクリーンセーバーを使用する。
・町田市 と事業者間の情報交換は、 IPア ドレスを設定 した特定のパ ソコン環境 を使用す る。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

電話番号 15 27

家庭環境等 16 28

電子メールア ドレネ 17 29

住民異動年月日 18 30

除去又は辞退の理由 19 31

職業 (所属 ) 20 32

9 学籍 21 38

10各 種手数料等 22 34

11健 康状況 23 35

備 考



,(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 `名 学校教育部保健給食課

業務の名称

学校給食 管理責任者 学校教育部保健給食課長

登録年月 日 2019.10.21

システムの名称
P父

~務
支接システム

コンピュータ処理等の目的

二校務支援シネテムから、児童・生徒のクラス情報を取得すると
。学校給食の申し込みに関する情報を小申学校と共有する。

コンピユータ処理等の条件
・項目の収集は必要最小限とする。
・ IDカ ー ド、暗証番号により操作担当職員を限定する。

コンピユータ処理等をする

個人情報の項 目

1 氏名      、

12, 24

13 25

2 住所 14 26)

３

４

５

６

７

８

９

15 27

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

国籍 (画面表示のみ) 18 30

除去又は辞退の理由 19 31

職業 (所属 ) 20 312

学籍 。21 33

10健 康状況 22 34

11 23

J_

35

備  考



(第 12号様式)4

個人情報外部委託等登録票
部 課 名  学校教育部保健給食課

管理責任者  学校教育部保健給食課長

業務の名称

学校給食
登録年月 日 2019,6.10 2019,10,21変 更

委託等の条件 (① 秘密の保持

名称及び所在地
② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止 !

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入 り調査

9その他

委 指

託 定

先 管

又 理

は 者

株式会社アイ>イ ーフォー

東京都千代田区一番町 21番地 一番町東急 ビル

代 表 者 代表取締役社長

管理責任者 代表取締役社長

委託等の内容

学校給食費の徴収・管理に関するシヌテムの構築一稼働後の保守を行 う。

し て の

委託等の理由

学校給食費の徴収業務を円滑・正確に実施できるようにし、保護者の

を向上 させ ると

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

3  -目 15 27

４

５

６

７

８

９

韓 16 28

職業一職歴 (所属 ) 17 29

学籍 18 30

― 与関名 19 31

弾 20 32

各種手数料等 21 38

10 22 34

11 23 35

備  考

委託等の条件⑤に記するように再委託は禁止されているが、昇座情報のデータスカ牛舟座振答卑込書納入通知書
等の印刷・封入・封絨に限り再委託する。その際は、再委託先に、市と委託先で締結する委託内容に準じた個人
情報保護条項を徹底させ、遵守させる



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 町田市立小学校

業務の名称

経 理
管理責任者 町田市立小学校長

登録年月 日
1989,10,1

2019,1,21

2000.11.13

2019.10.21

2007.5.14

2022.7.H変 更

収 集 の 時 期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期    5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の 目的

教育扶助、災害給付等給付及び教材費

集金、旅費支給、謝礼支払いのため。

給食の喫食管理を行 うため。

当該小学校 保健籍と
外`事、学籍、教育管勢

―

町田市立小学校 (他校 ) 経  理

町田市立中学校 経  理

学校教育部学務課 雛軍霙脇誉勢愁書給与、

学校教育部保健給食課
児童生徒事故災害補償
給食費滞納整理、学校給食

学校教育部指導課 学校人材支援

対象 となる個人の範囲

児童、生徒、保護者、所属職員、ボラン

ティア、ボランティアコーディネーター

本人等への明示の方法

文書又は口頭
◆ 他機 関等か らの収集 (本 人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

記録の保管方法

Э文書、電子媒体

②キャビネット、書庫に保管

金融機 関 収納状況

医療機関 診断書 (病名等 )

小中学校 (市 立を除 く) 教科書給与証日月書

保管上の留意点

キャビネット、書庫に施錠

備 考

本人等以外か らの収集の際の通知は省

略とします。

本人等以外収集 の根拠

□法令  □緊急  □公知

毅育扶助、給食費納付を確認するため。

■その他



部 課 名 町田市立小学校

(第 1号様式 2)

業務の名称 経 理

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基 本的項 目 (2)思想・信条等に関す る項 目

① 氏名
2個人番号

③ 住所

④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
7本籍
8国籍

⑨ 世帯主との続柄

⑩ 親族関係

③ 家庭環境等

⑫ 死亡

③ 保護者との関係
14

15

☆収集 の 目的 1主 義 。主張

2支 持政党

3宗 教

4趣 味・嗜好

⑤ 除去又は辞退の理由

6

7

8

9

10

11

12

13

14

た5

☆収集の目的

⑤は、給食の除去・辞遇
の希望に対応す るため
のみ収集    |

(3)社会的地位等に関す る項 目 (4)成績・資格等に関す る項 目

① 職
② 地
3学
④ 各
5賞
⑥ 進

⑦ 学

③ 活
9

10

11

12

13

14

15

業・職歴

位

歴

種団体加入

罰

路

籍

動内容

☆収集 の 目的

③についてはボラン

ティアのみが対象

④ 学業成績

② 勤務成績
3各種試験成績
4各種資格

③ 所見
6

7

8

9

10

11

12       .

13

14

15

☆収集の 目的

(5)財 産 。収入 に関す る項 目 (6)心身等に関す る項 目

①

②
③

④
⑤
6

7

③
③

③
③
②

③
14

15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り 。図面

金融機 関名

口座番号

学校徴収金

示談の内容

各種手数料等

学校教材費等

☆収集の目的 ①
②

③

④
⑤
③

⑦
8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿 (写真・図版 )

健診・検査

事故 (け が)の状況

医療機関名

☆収集の 目的



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 学校教育部保健給食課

業務の名称

学校給食

管理責任者 学校教育部保健給食課長

登録年月 日 2019.10.21

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部長供

不可

用

提

供

先

名 称

町田市立小学校

利用・提供の方法

① 閲 覧
② 文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (業務システム)

4その他

業務の名称

経理

利用・提供の条件

利用 目的以外の使用を禁上 します。管理責任者

町田市立小学校長

利用・提供の 目的又は理由

学校給食費の管理を行 うにあたり、喫食情報を確認するため

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3

4

5

6

′陛月可 15 27

生年月 日 16 28

家庭環境等 17 29

除去又は辞退の理由 18 30

7

8

9

職業 (所属) 19 31

学籍 20 32

各種手数料等 21 33

10健康状況 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 町田市立小学校

業務の名称

経理 管理責任者 町田市立小学校長

登録年月 日

システムの名称

険務支援システふ

コンピ■―夕処理等の目的

学校給食の申し込みに関する情報を小学校 と共有する。

コンピュータ処理等の条件

!項 目の収集は必要最小限とする。
・ ID力‐ ド、暗証番号により操作担当職員を限定するど

コンピュニタ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

18 25

2 住所 14 26

3  W生男I! 15 27

4 生年月日 16 28

5 家庭環境等 17 29

6 除去又は辞退の理由 18 30

７

　

　

８

　

　

９

職業 (所属) 19 31

学籍 20 32

各種手数料等 21 83

10健 康状況 22 34

11 23 35

備  考



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 町田市立中学校

業務の名称

経 理
管理責任者 町田市立中学校長

1989.10.1  2000,11,13

登録年月 日 2010.H.8 2019.1.21-  ・2022.7.11変 更

2007.5,14

2019,10.21

収 集 の 時 期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

教育扶助、災害給付等給付及び教材費集
金、旅費支給、謝礼支払いのため。

中学校給食申込者の申込み状況の確認の

ため。

給食の喫食管理を行 う (武蔵岡中学校の

み)。

当該中学校 検蓬符企
事、学籍、教

烹
活動

町田市立小学校 経  理

町田市立中学校 (他校 ) 経  理

学校教育部学務課 駐軍電騨鎚轟辞鞄
学校教育部保健給食課 付「 豪縛

故,応及び
1害

共済給

学校教育部指導課 学校人材支援

対象となる個人の範囲
児童、生徒、保護者、所属職員、ボランテ

ィア、ボランティアコーァィネータ■、中学
校給食申込者

本人等への明示の方法

文書又は口頭

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

記録の保管方法

Э文書、電子媒体

②キャビネット、書庫に保管

金融機関 収納状況

医療機関 診断書 (病名等)

小中学校 (市立を除く) 教科書給与証明書

保管上の留意点
キャビネット、書庫に施錠

給食業者 経理

備 考

本人等以外か らの収集の際の通知は省略
とします。

本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  ■その他

教育扶助、給食費納付を確認するため。
中学校給食申込者を確認するため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 経 理 部 課 名 町田市立中学校

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目

① 氏名
2個人番号

③ 住所

④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
7本籍
8国籍

③ 世帯主との続柄

⑩ 親族関係

④ 家庭環境等

② 死亡

③ 保護者との関係
14

15

☆収集の目的 1

2

3

4

⑤

主義

支持

宗教

趣味

主 張

政党

嗜好

除去又は辞退の理由

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

の希 望 に対応す るた め

のみ収集

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

B
3

④
5

⑥

⑦
⑥
9

10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

進路 :
学籍

活動内容

☆収集の目的

③についてはポランテ

ィアのみが対象

①
②
3

4

③

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤

各

各

所

務成績

種試験成績

種資

見

格

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

①
②

③
④
⑤
6

7

③
②
⑩

③
⑫
③

9
15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り ,図面

金融機関名

口座番号

学校徴収金

示談の内容

奨学金

各種手数料等

学校荻材費等

☆収集の目的

⑬は武蔵岡中学校の生

徒のみ

健康状況

病歴
I

障がいの状況

容姿 (写真 ,図版 )

健診・検査

事故 (けが)の状況

医療機関名
8

9

0

1

2

3

4

5

☆収集の目的



個 人 情 報   !
目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 学校教育部保健給食課

業務の名称

学校給食

管理責任者 学校教育部イ呆健給食課長

登録年月 日 2019.10.21

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

禾町

用

提

供

先

名 称      ,
町田市立醐 中学校

利用・提供の方法

① 閲 覧

② 文書による逓知(複写

③ コンピュータ処理等 (業務システム)

4そ の他

業務の名称

経理

利用・提供の条件

利用 目的以外の使用を禁止します。管理責任者

町田市立翻 中学校長

利用・提供の目的又は理由

学校給食費の管理を行 うにあたり、生徒の特報の喫食情報を確認するため

利用・提供の法令等の根拠
なし

利用・提供に係る個人情報の項 目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3

4

5

6

7

8

9

性月け 15 27

生年月1日 28

家庭環境等 17 29

除去又は辞退の理由 18 30

職業 (所属) 19 81

学籍 20 32

各種手数料等 21 33

10健康状況 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知 ,同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピユータ処理等登録票 部 課 名 町田市立中学校

管理責任者 町田市立中学校長
業務の名称

経理

登録年月 日

システムの名称

務支援システム

コンピュータ処理等の目的

学校給食の申し込みに関する情報を中学校 と共有する。

コンピュータ処理等の条件
・項 目の収集は必要最小F艮 とする。
・ IDカ ー ド、暗証番号により操作担当職員を限定する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

3  JP生 男ll 15 27

４

５

６

７

８

９

生年月 日 16 28

家庭環境等 17 29

除去又は辞退の理由 18 30

職業 (所属) 19 31

学籍 20 32

各種手数料等 21 33

10健 康状況 22 34

11 23 35

備 考



22町教学教第 1149号
2022年 11月 28日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市教育委員会

教育長  坂 本 修

個人情報保護条例の規定に基づく諮間について

個人情報イ呆護条例の規定に基づきく下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

記

「学校教材費等徴収管理」、「安全衛生」業務におけるコンピユータ処理等について

添付書類
・個人情報コンピュータ処理等登録票

B2564
スタンプ



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校教育部教育総務課

業務の名称

学校教材費等徴収管理 管理責任者 学校教育部教育総務課長

登録年月 日

システムの名称    I
オンライ ン行政手続サー ビス

コンピュータ処理等の目的

教材等に係る申込みについて、インターネットからの手続を可能とすることで、保護者の利便性向上を図る。

コンピュータ処理等の条件         |
・業務上必要のない項 目は収集 しない。
.Ip.パ スヮ_ド により操作者を限定す る。

・スク リーンセーバーを使用す る。
・町田市 と事業者間の情報交換は、 IPア ドレスを設定 した特定のパ ソコン環境を使用する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項 目

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

電話番号 15 27

住民異動年月 日 16 28

異動事由 17 29

学籍 18 30

19 31

20 32

9 21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

本システムには、町田市で利用 しているSNS「 LINE」 の町田市公式アカ ウン トか ら遷移 します。「LINEJ
での個人情報の保有は行いません。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校放育部教育総務課

業務の名称

学校教材費等徴収管理 管理責任者 学校教育部教育総務課長

登録年月 日

システムの名称

グラフアースマー ト申請システム

コンピュータ処理等の目的

教材等に係る申込みについて、インターネ ットからの手続を可能とすることで、保護者の利便性向上を図る。

ヨンピニ=夕処理等の条件
・ ID・ パスワー ドにより操作者を限定する。
・業務上不要な項 目は収集 しない。
・スクリ

=ン
セーバーを使用する6                        1

i町 田市 と事業者間の情報交換は、 IPア ドレスを設定 した特定のパ ソコン環境 を使用す る。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

２

３

４

５

６

住所 14 26

電話番号 15 27

住民異動年月 日 16 28

異動事由 17 29

学籍 18 30

７

　

　

８

　

　

９

19 31

20 32

21 33

10 22 34

1 1 23 35

備 考



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校教育部教育総務課

管理責任者 学校教育部教育総務課
業務の名称

安全衛生

登録年月 日

システムの名称

システム

′コンピュータ処理等の目的
時間外勤務が多い教職員から疲労蓄積度チエックリストの提出を受ける。

′

コンピユータ処理等の条件           t
・項目の収集は必要最小限とする。
・ IDカー ド、暗証番号により操作担当職員を限定する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項 目 :

1 氏名

12 24

13 25

2 家庭環境等  | 14 26

３

４

５

６

７

８

９

職業 (所属) 15 27

健康状況 16 28

病歴 17 29

病名 18 80

労働環境状況 19 31

20 32

、21 33

10 22 34

11

備  考

.23イ 35
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